
平 成 ２ ８ 年 度 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

  日 時  平成 28 年 6 月 27 日（月） 

        午後３時 27 分～午後４時 20 分 

  場 所  公民館第 1 会議室 

  出席者 

   溝 口 委員長     上 橋 管理課長 

   林     委 員     中 村 社会教育課長 

   二 見 委 員     西 高 管理課長補佐 

   福 島 委 員      

藤 井  教育長      

 

 議 決 事 項 

 

件    名 提   案   理   由 審議の状況 裁決の次第 

な  し    

 

 

会    議    要    旨 

 

１ 開   会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 委員長及び委員の報告 

  溝 口 委員長 

・別紙のとおり 

 

 



  委員  

  ・報告なし      

 

委員   

・各学校訪問について 

   各学校元気な子ども達の集中した授業や，熱心に指導される先生方の様子，

各クラス設営の充実，整理された教室や校内などを見ることが出来ました。 

   学力向上面では,定着度調査で思った以上に結果が出なかった学校や地区

県平均を上回っている学校の報告をいただきました。 

   生活面では，ほとんどの学校がいじめ０の報告と不登校の子どもは病院に

通院しながら登校している報告を受けました。早寝・早起き・朝ごはんの基

本的生活習慣が身についていない生徒もいるとの報告を受けました。 

   読書指導面では，読む力を上げるには質読書を指導して行くとの報告を受

けました。 

   今回の学校訪問全体を通して，各学校で一生懸命指導にあたっている特別

支援員の重要性を感じました。 

 

   

委員   

・小学校(4 校)計画訪問について 

  どの学校も子ども達の元気な姿を見せてくれて，しかも元気なあいさつを

素直な笑顔で見せてくれて，そのことだけでその学校の様子が解るなぁと感

じました。そして，また校長・教頭先生から学校の様子の話を頂いて，地域

性を生かしながら一生懸命取り組んでいる様子が解りました。 

 

４ 教育長行政報告    

１ 町役場朝会 6.1(水) 

    中沖小学校訪問 

  幼稚園・保育園・小学校連携研究会 

  ・6 小学校の先生と 7 保育園等の先生との連携で会を行ないました。3 年前か

ら実施していますが，幼稚園・保育園では連携の会はしていなくて，この

会で初めてとの感じを受けました。連携については，良い感じに連携が取

れるようになって来ました。 

２ 地区租税教育推進協議会 6.2（木） 

    大崎中学校運営協議会発会式 

  ・発会式では，約 20 名のメンバーに集まっていただきました。会長・副会長

を決めていただいて，今後の会の運営を確認しました。 

  ３ 町防災協議会 6.3（金） 

４ 大崎町退職校長会 6.4（土） 

５ 持留小学校訪問 6.6（月） 

    外部評価委員会 

  ・今回からメンバーが 2 名変更になり，内容についても今年から変更してお



りまして良い指摘を受けるのではと思っているところでございます。 

  自治公民館ミニバレーボール大会開会式Ａクラス 

  ・今年は 20 チームの参加でした。昔は 53 チームの参加があったときもあり，

近頃は自治公民館内で連携が取れていなくて参加が少ないところだと思っ

ています。来年から参加チームを増やす為に 6 人制から 4 人制へ変更しよ

うと考えているところです。 

６ 6 月議会初日 6.8（水） 

７ 地区スポーツ推進委員総会・研修会 6.10(金) 

８ 土曜授業 6.11（土） 

  回生園周年事業講演会 

  ・体育大学の学長から講演が有りました。内容は，筋力を付けようと言う話

でした。 

９ 野方小学校訪問 6.13（月） 

10 いじめ対策連絡協議会 6.14（火） 

  ・この会では，今までで一番良い会が出来ました。各学校の対策や現状を話

していただき，委員の皆さんも大崎町の取り組みや学校の現状が解った事

と思います。 

11 議会・一般質 6.15（月） 

12 小中連携研究会 6.16（木） 

  ・中沖小で研究会を開催しました。小中の先生が 70 名程度集まり，2 学級の

授業を見て話し合いでしたが，中学校の先生が一生懸命頑張っていました。 

13 公民館ホールの使用規定会議 6.17（金） 

    ・ホールの使用規定についての話し合いを行ないました。ホールを使う場合

に規定はあるのですが，色々と難しい案件が出ているので判断が難しいの

で線引きをしたいとのことでした。 

スポーツ推進委員の会 

14 大崎小学校訪問 6.20（月） 

15 特別支援教育担当者会 6.22（水） 

    ・7 月から障害者差別解消法が出ていますので，障害者に対して合理的に配慮

をする事になっています。 

地区自治公民館経営研究会 

16 議会・最終本会議 6.23（木） 

    町教頭研修会 

17 給食運営協議会 6.24（金） 

・救給カレーの話し合いを行ないました。また，給食費の未納がだいぶ解消

されて，今回は繰越が出来たところであります。 

図書館運営協議会 

18 地区教育長会 G 6.25（土） 

19 バリ研修生開校式 6.37（月） 

定例教育委員会 

バリ研修生歓迎会 

20 公民分館長会 6.28（火） 



  課長会 

  古川県教育長歓迎会 

21 大崎中学校訪問 6.29（水） 

  青少年活動委員会 

22 交通安全町民会議 6.30（木） 

  

５ 報    告 

報告第２０号   大崎町障害のある児童生徒就学指導委員会委員の委嘱につ

いて 

上橋課長 

 大崎町障害のある児童生徒就学指導委員会設置に関する条例第３条第２項の

規定に基づき，大崎町障害のある児童生徒就学指導委員会委員に下記の者を委

嘱したので，大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則第 21 条第３項の規定

により報告する。 

 

１ 職及び氏名   

・医 師        町医師会  会長  坂 元 寛 志 

   ・学識経験者      大崎町議会 議長  中 倉   毅 

   ・特別支援学級設置校  大崎小学校 校長  加 納 雅 裕 

               菱田小学校 校長  青 山 信 男 

               中沖小学校 校長  小 薗 義 彦 

               大丸小学校 校長  小 磯 俊 彦 

               野方小学校 校長  竹 内   功 

               大崎中学校 校長  中 山 春 年 

   ・特別支援学級担任   大崎小学校 教諭  大 曲 鉄 也 

               大崎小学校 教諭  本 地 佐和子 

               大崎小学校 教諭  柿 木 礼 子 

               菱田小学校 教諭  新 保 智 子 

               中沖小学校 教諭  柳 原 順 美 

               大丸小学校 教諭  鈴 木 和 子 

               野方小学校 教諭  井 川 尚 香 

               大崎中学校 教諭  上 野 清 高 

               大崎中学校 教諭  竹 下 千 恵 

               大崎中学校 教諭  橋 口 尚 美 

   ・その他必要と認める者 持留小学校 校長  小出水 芳 子 

               民生委員協議会会長 山 田 義 明 

               主任児童委員    久 徳 多美恵 

               主任児童委員    堂 園 隆 二 

               主任児童委員    宮 下 和 子 

   ・教育相談専門員    町教育相談員    塚 本 孝 行 

   ・児童福祉関係職員   保健福祉課長    今 吉 孝 志 

               保健福祉課保健師  山 崎 瑞 恵 



           

２ 任  期  平成２６．４．１～平成２８．３．３１ 

３ 提案理由  任期満了に伴う選任  

 

報告第 21 号  大崎町社会教育委員の委嘱について 

中村課長 

 大崎町社会教育委員に下記の者を委嘱したので，大崎町教育委員会の行政組

織等に関する規則第 19 条第３項の規定により報告する。 

 

１．職名及び氏名 

        大丸小学校長        山 口  博        

        大崎中学校長        安 藤 晋 哉 

        

２．委嘱期間  平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで 

３．提案理由  人事異動及び役員改選による選任  

 

報告第 22 号   大崎町スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 中村課長 

 大崎町スポーツ推進審議会条例（平成 23 年大崎町条例第 14 号）第３条第２

項の規定に基づき，大崎町スポーツ推進審議会委員に下記の者を委嘱したので，

大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則第 19条第３項の規定により報告す

る。 

 

１ 職名及び氏名 

   町スポーツ推進委員代表  山 下 千 春    

   学校代表         押領司 なおみ 

   町体育協会代表      岩 元 敏 昭 

                佐土原 正 治 

                児 玉 貴 洋 

                     

２ 委嘱期間   平成 28 年５月１日から平成 29 年４月 30 日まで 

３ 提案理由   役員改選等による選任 

 

大 崎 町 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例 （ 抜 粋 ）  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  審 議 会 は ， 1 2 人 以 内 の 委 員 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 教 育 委 員 会 が 委 嘱 す る 。  

(１ )  町 議 会 議 員  

(２ )  町 ス ポ ー ツ 推 進 委 員 代 表  

(３ )  町 内 各 学 校 体 育 教 諭 代 表  

(４ )  町 体 育 協 会 代 表  

（ 任 期 ）  



第 ４ 条  委 員 の 任 期 は ２ 年 と す る 。 た だ し ， 補 欠 委 員 の 任 期 は ， 前 任 者 の 残 任 期 間

と す る 。  

２  委 員 は ， 再 任 を 妨 げ な い 。  

 

報告第 23 号   大崎町立図書館協議会委員の委嘱について 

中村課長 

 大崎町立図書館の設置及び管理に関する条例（昭和 60 年大崎町条例第９号）

第６条の規定に基づき，大崎町立図書館協議会委員に下記の者を委嘱したので，

大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則第 19条第３項の規定により報告す

る。 

 

１ 職及び氏名   学校司書代表 神 田 晴 美 

２ 委嘱期間    平成 28 年４月１日から平成 29 年３月３１日まで 

３ 提案理由    役員改選による選任 

 

報告第 24 号   臨時代理の報告（平成 28 年度一般会計補正予算（第２号）

に係る議案に関する町長への申し出）について 

上橋課長 

 大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則（昭和 40 年教育委員会規則第２

号）第 21 条第 1 項の規定に基づき，平成 28 年度一般会計補正予算（第２号）

に係る議案について町長への意見の申し出を行ったので，同条第２項の規定に

より報告する。 

 

大 崎 町 教 育 委 員 会 の 行 政 組 織 等 に 関 す る 規 則  

（ 昭 和 4 0 年 教 育 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） 抜 粋  

（ 臨 時 代 理 ）  

第 2 1 条  教 育 委 員 会 は ， 第 ８ 条 各 号 に 定 め る 事 項 に つ い て 緊 急 や む を 得 な い 事 情 が

生 じ た 場 合 に は ， 教 育 長 を し て こ れ を 臨 時 に 代 理 さ せ る 。  

２  教 育 長 は ，前 項 の 規 定 に よ り 臨 時 に 代 理 し た と き は ，そ の 旨 を 次 の 会 議 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。  

 

報告第 25 号   就学させる学校の指定の変更について 

上橋課長 

 学校教育法施行令第８条の規定に基づき，就学させる学校の指定の変更 申

請があり，大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則第 19 条第１項第５号に

より処理したので，同条第３項の規定により教育委員会にこれを報告する。 

 

学校教育法施行令 抜 粋 

第８条 市町村の教育委員会は，第５条第２項（第６条において準用する場合を含む。）の場合において，相当  

と認めるときは，保護者の申立により，その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合におい

ては，すみやかに，その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し，その旨を通知するととも

に，新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し，同条の通知をしなければならない。 

http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#005#005
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#006#006


第５条 １項 省略 

２  市町村の教育委員会は，当該市町村の設置する小学校又は中学校（法第 71 条の規定により高等学校におけ

る教育と一貫した教育を施すもの（以下「併設型中学校」という。）を除く。以下この項，次条第７号，第６条の３，

第６条の４，第７条，第８条，第 11 条の２，第 12 条第３項及び第 12 条の２において同じ。）が２校以上ある場合に

おいては，前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。 

 

報告第 26 号   区域外就学について 

上橋課長 

 学校教育法施行令第 9 条の規定に基づき，志布志市教育委員会と区域外就学

の協議を行い，これに同意を得て，大崎町教育委員会の行政組織等に関する規

則第 19 条第１項第５号により処理したので，同条第３項の規定により教育委員

会にこれを報告する。 

 

（区域外就学等）  学校教育法施行令抜粋 

第９条 児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校

（併設型中学校を除く。）以外の小学校，中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には，そ

の保護者は，就学させようとする小学校，中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するも

のであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の，その他のものであるときは当該小学校又は中

学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え，その旨をその児童生徒等の住

所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。 

２ 市町村の教育委員会は，前項の承諾（当該市町村の設置する小学校又は中学校（併設型中学校を除く。）

への就学に係るものに限る。）を与えようとする場合には，あらかじめ，児童生徒等の住所の存する市

町村の教育委員会に協議するものとする。 

 

（ 専 決 ）      大崎町教育委員会の行政組織等に関する規則（抜 粋 ）  

第 1 9 条  教 育 委 員 会 は ，第 1 0 条 に お い て 特 に 規 定 す る も の を 除 き ，そ の 権 限 に 属 す

る 事 務 の う ち ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 教 育 長 に 専 決 処 理 さ せ る 。  

 ( 5 )  学 齢 簿 の 編 成 ，入 学 期 日 の 通 知 ，就 学 す べ き 学 校 の 指 定 ，出 席 の 督 促 等 に 関 す

る こ と 。  

３  教 育 長 は 前 ２ 項 の 規 定 に よ っ て 処 理 し た 事 務 の う ち ，必 要 と 認 め る も の に つ い て

は ， 次 の 会 議 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

溝口委員長 

   以上，報告のとおりである。 

   

   【承 認】 

    

６ 委員から提出された動議の討論等 

  なし 

７ その他 

  〇大崎小学校特別教室棟(S44 年建築)大規模改造工事契約概要について 

   １ 契約の相手方 

http://www.houko.com/00/01/S22/026.HTM#071
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#006-3#006-3
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#006-4#006-4
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#007#007
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#008#008
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#011-2#011-2
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#012#012
http://www.houko.com/00/02/S28/340.HTM#012-2#012-2


    ①大崎小学校特別教室棟大規模改造工事 

     95,580,000 円 ㈱村岡工務店 

    ②大崎小学校特別教室棟大規模改造電気設備工事 

     11,286,000 円 ㈲鳥越電設 

    ③大崎小学校大規模改造機械設備工事 

      7,408,800 円 ㈱太盛工業 

   ２ 内容 

    理科室・音楽室・図工室・家庭科室等の改造工事及び付帯設備の更新 

    工事面積 ７１５㎡ 

   ３ 工事期限  平成２８年１１月１１日 

 

  〇大規模災害時等における学校給食用非常食の備蓄について 

    本町に於いては，非常時の大災害等時に非常食が備蓄されていなかったので，

今回非常時に備えて救給カレー１５０ｇを全学校に備蓄するものでございます。 

    ６月議会においても，議員さんより非常食の備蓄について一般質問が出され

たところでありました。このことなどを受けて，先般の給食センター運営委員

会で購入を決定したところでありました。 

 

      

８ 翌月の行事等 

７月 ４日（月） 学校訪問（午前：菱田小学校） 

   ７月２０日（水） 小・中学校終業式 

   ７月２６日（火） 定例教育委員会 １５時３０分 

   ７月２７日（水） 町小学校水泳記録会（大崎小プール 8：30～） 

 

９ 閉   会 

 

 

会議録署名人 

 

                委員長 

 

                委 員 

 

                委 員 

 

                委 員 

 

                教育長 


